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議案第３２号  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定めることについて、市長に意見

を申し出る。  

平成２３年５月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   岡  野  栄  二  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例  

上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例（昭和４３年上尾市条例第７号）の一部を次のように改正する。  

第７条の２第２項第１号中「１０万４，７３０円」を「１０万４，５３０

円」に改め、同項第２号中「５万６，７９０円」を「５万６，７２０円」に

改め、同項第３号中「５万２，３７０円」を「５万２，２７０円」に改め、

同項第４号中「２万８，４００円」を「２万８，３６０円」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日で

あるときは、その日）から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第７条の２第２項の規定は、この条例の施行の日以降に支給す

べき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生

じた介護補償については、なお従前の例による。  
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提案理由  

公務災害補償の基準となる政令の一部改正に伴い、介護補償の限度額を

引き下げるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、市長に対して意見の申し出を

したいので、この案を提出する。  

 


